
146　Ⅴ　課税標準等

５　　個　　人　　事　　業　　税（令和３年度）

(1) 業　　　　種　　　　別

所　　　　　　　得　　　　　　　金　　　　　　　額

業 種 課 税 人 員 所 得 金 額 事 業 主 控 除 額 差引課税所得金額
① ② ①－②

人 千円 千円 千円

総 計    188 197  1 691 160 177   530 261 036  1 160 899 141

第 一 種 事 業    134 009  1 123 532 545   381 229 903   742 302 642

物 品 販 売 業    10 521   65 013 127   29 294 254   35 718 873

不 動 産 貸 付 業    62 203   731 295 411   180 339 222   550 956 189

製 造 業    2 840   16 196 781   7 909 691   8 287 090

運 送 ・ 運 送 取 扱 業    11 245   54 587 636   32 209 563   22 378 073

駐 車 場 業    1 480   9 574 635   4 122 809   5 451 826

請 負 業    31 984   163 659 215   89 051 785   74 607 430

印 刷 ・ 出 版 業     341   2 373 356    946 449   1 426 907

料 理 店 ・ 飲 食 店 業    8 201   40 516 921   22 823 436   17 693 485

周 旋 業     415   2 955 724   1 153 224   1 802 500

代 理 業     971   9 016 281   2 708 016   6 308 265

遊 技 場 業     61    875 483    170 391    705 092

そ の 他 の 事 業    3 747   27 467 975   10 501 063   16 966 912

第 二 種 事 業     10   3 902 405    19 851   3 882 554

畜 産 業     8   3 864 055    16 044   3 848 011

水 産 業     2    38 350    3 807    34 543

第 三 種 事 業    54 178   563 725 227   149 011 282   414 713 945

医 業 等    6 480   58 295 266   18 037 632   40 257 634

法 務 業 等    22 339   354 806 265   60 870 044   293 936 221

環 境 衛 生 業    7 037   33 919 305   19 408 915   14 510 390

そ の 他 の 事 業    16 509   107 811 914   46 053 717   61 758 197

あ ん 摩 業 等    1 813   8 892 477   4 640 974   4 251 503

（備考）１　「所得金額」とは事業主控除前の年所得金額をいう。

        ２  「所得金額」、「課税人員」は、過年度相当分及び分割支店分を含まない。

　　　　３  旧非課税事業の経過措置に基づく控除額を含む。

　　　　４  第三種事業における「医業等」とは医業、歯科医業、薬剤師業、「法務業等」とは弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認

　　　　　  会計士業、計理士業、社会保険労務士業、不動産鑑定業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、「環境衛生業」とは理容業、美容業、クリーニング業、

　　　　 　 公衆浴場業、歯科衛生士業、歯科技工士業、「あん摩業等」とはあん摩等の事業、装蹄師業を各々さす。


